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議 案 第 １９ 号

摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例制定の件

摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を次のとおり制定する。

令和８年２月１９日提出

摂津市長 嶋 野 浩一朗

提案理由

技能労務職員の給与の種類及び基準を定めるため、本条例を制定するものである。

摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第

２８９号）附則第５項において準用する地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第３８条第４項の規定に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員（以下「技

能労務職員」という。）の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（給与の種類）

第２条 技能労務職員で常時勤務に服することを要するもの及び法第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職員」という。）の給与の種類

は、給料及び手当とする。

２ 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額と

する。

３ 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間

外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とす

る。

（給料表）

第３条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるも

のとする。

２ 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるも

のとする。
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３ 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級にお

ける最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業等の労働関係

に関する法律附則第５項において準用する地方公営企業法第３８条第２項及び第３

項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

（扶養手当）

第４条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。

⑴ ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

⑵ ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

⑶ 満６０歳以上の父母及び祖父母

⑷ ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹

⑸ 身体又は精神に著しい障害のある者

（地域手当）

第５条 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に対して支給する。

（住居手当）

第６条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

（任命権者が指定する者を除く。）に対して支給する。

（通勤手当）

第７条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担するこ

とを常例とする職員

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

（特殊勤務手当）

第８条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特

殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮するこ

とが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

（時間外勤務手当）

第９条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対

して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

２ 前項に定めるもののほか、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同



- 3 -

じ。）の振替等により、あらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下こ

の項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務すること

を命ぜられた職員には、当該勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間の

うち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（任命権者が定める時

間を除く。）に対して、時間外勤務手当を支給する。ただし、次に掲げる職員が割

振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変

更前の正規の勤務時間との合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務について

は、この限りでない。

⑴ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児

休業法」という。）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時

間勤務の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をする

こととなった職員を含む。）

⑵ 法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

⑶ 育児休業法第１８条第１項又は摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例

（平成１７年摂津市条例第５１号。以下「任期付職員条例」という。）第４条の

規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤務職

員」という。）

（休日勤務手当）

第１０条 職員には、正規の勤務日が休日等（国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下この項において「祝日法による休日」とい

う。）及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除

く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日等に割り振られた勤務時間の全部を

勤務した職員にあっては、当該休日等に代わる代休日をいう。以下同じ。）（毎日

曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週

休日に当たるときは、任命権者が定める日。次項において同じ。）に当たっても、

正規の給与を支給する。

２ 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた

職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

（夜間勤務手当）

第１１条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時ま
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での間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間につい

て支給する。

（期末手当）

第１２条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月

において職員の在職期間に応じて支給する。

２ 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前

６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定めるこれに相当する期間を含

む。）がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

（勤勉手当）

第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月

において職員の勤務成績に応じて支給する。

２ 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前

６か月以内の期間において勤務した期間（規則で定めるこれに相当する期間を含

む。）がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

（退職手当）

第１４条 職員が勤続期間が６か月以上で退職した場合又は勤続期間が６か月未満で

退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

⑴ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職

した場合

⑵ 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

⑶ 前２号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

⑷ 在職中に死亡した場合

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職を

した者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととするこ

とができる。

⑴ 法第２９条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

⑵ 法第２８条第４項の規定による失職をした者

⑶ 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第５項において準用する同法第

１１条の規定に該当し退職させられた者
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３ 在職期間中に法第２９条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと

認められる者に係る退職手当については、任命権者が定める手続を経て、支払われ

る前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせる

ことができる。

４ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条及び第２１条又は船員法（昭和

２２年法律第１００号）第４６条の規定により解雇予告手当を支払う場合において

は、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

５ 勤続期間が１２か月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして任命権者が定

めるものをいう。以下この項において同じ。）にあっては、６か月以上）で退職し

た職員（次項又は第７項の規定に該当する者を除く。）が、当該退職した職員を同

法第１５条第１項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間（摂

津市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年条例第３号）第１０条第２項に規定

する基準勤続期間をいう。）の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定基礎期

間の年月数と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する離職の日と、

特定退職者を同法第２３条第２項に規定する特定受給資格者とみなして同法第２０

条第１項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応

じ、当該各号に定める期間（任命権者が指定する者については、任命権者が指定す

る期間）内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に

達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規

定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

６ 勤続期間が６か月以上で退職した職員（次項の規定に該当する者を除く。）で

あって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同

法第３７条の２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業

している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する

退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ

る高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

７ 勤続期間が６か月以上で退職した職員であって、雇用保険法第４条第１項に規定

する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険

者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定す

る特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当
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する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給

する。

８ 前３項に定めるもののほか、第５項又は前項の規定による退職手当の支給を受け

ることができる者で任命権者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技

能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相

当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給

する。

（給与の減額）

第１５条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場

合を除くほか、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間

における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該

職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１

項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に

委託されている児童その他これらに準ずる者として任命権者が定める者を含む。）

を養育するため１日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。）、修学

部分休業（当該職員が大学その他の任命権者が指定する教育施設における修学のた

め、２年を超えない期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）、高齢者部分休業（当該職員が５５歳に達した日以後の日で、当該職員の申

請において示した日から当該職員に係る定年退職日（摂津市職員の定年等に関する

条例（昭和５９年摂津市条例第１６号）第２条に規定する定年退職日をいう。）ま

での期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）、介護休暇（当

該職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が

指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。）の介護をするた

め、任命権者が定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が

当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６
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か月を超えない範囲内で指定する期間（以下この項において「指定期間」とい

う。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい

う。）又は介護時間（当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当

該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者

に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部（２時

間を超えない範囲内の時間に限る。）につき勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定

にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。

（休職者の給与）

第１６条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給す

ることができる。

（専従休職者の給与）

第１７条 法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けた職員及び地方公営企業等の

労働関係に関する法律附則第５項において準用する同法第６条第１項ただし書の許

可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第１８条 育児休業法第２条第１項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期

間については、第１２条第２項及び第１３条第２項に規定する場合を除き、給与を

支給しない。

（配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与）

第１９条 摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成３０年摂津市条例第３８

号）第２条の規定による承認を受けた職員には、法第２６条の６第１項に規定する

配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

（会計年度任用職員の給与）

第２０条 技能労務職員で法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下

「会計年度任用職員」という。）の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特

殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当

及び退職手当とする。

２ 前項の退職手当は、会計年度任用職員（法第２２条の２第１項第２号に掲げる職

員に限る。）のうち常時勤務に服することを要する職員について定められている勤
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務時間以上勤務した日（勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。）が１８日（１か月間の日数（摂津市の休日を定める条例（平成２年摂津市条

例第１６号）第２条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）が２０日に満

たない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数

を減じた日数）以上ある月が引き続いて６か月を超えるに至ったもので、その超え

るに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退

職した場合に支給する。

３ 第３条、第５条、第７条から第１３条まで、第１５条、第１７条及び第１８条の

規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第９条第２項た

だし書中「次」とあるのは「法第２２条の２第１項第１号」と、第１５条第１項中

「場合」とあるのは「場合（任命権者が定める場合を除く。）」と読み替えるもの

とする。

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外）

第２１条 第４条及び第１４条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しな

い。

（任期付短時間勤務職員についての適用除外）

第２２条 第４条、第６条及び第１４条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用し

ない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（定年の引上げに伴う給与に関する特例措置）

２ 当分の間、職員が６０歳に達した日後における最初の４月１日以後における当該

職員の給与は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１３

号）附則第２４項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して任命権者が定め

る。

（暫定再任用職員に関する経過措置）

３ 摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年摂津市

条例第２０号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第１２条に規定する暫定

再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第９条第２項

第２号の規定を適用する。
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４ 第４条及び第１４条の規定は、令和４年改正条例附則第３条第４項に規定する暫

定再任用職員には適用しない。

（摂津市職員の分限に関する条例の一部改正）

５ 摂津市職員の分限に関する条例（昭和３３年条例第１３号）の一部を次のように

改正する。

附則第２項中「降給及び」を「降給、摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準

に関する条例（令和８年摂津市条例第 号。以下「技能労務職員給与条例」とい

う。）附則第２項の規定による降給及び」に、「又は」を「、技能労務職員給与条

例附則第２項又は」に改める。

（摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部改正）

６ 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例（平成２９年摂津市条例第

３４号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「、夜間勤務手当」を削り、同条第３項中「、夜間勤務報酬」を

削る。

第１２条を次のように改める。

第１２条 削除

第１３条中「前３条」を「第１０条又は第１１条」に、「、休日勤務手当又は夜

間勤務手当」を「又は休日勤務手当」に改める。

第１７条中「、夜間勤務手当」を削る。

（摂津市職員の厚生制度に関する条例の一部改正）

７ 摂津市職員の厚生制度に関する条例（平成元年摂津市条例第１４号）の一部を次

のように改正する。

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。

⑶ 摂津市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（令和８年摂津市条

例第 号）

（公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部改正）

８ 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例（平成１４年摂津市条例第１

号）の一部を次のように改正する。

第４条、第５条、第８条（見出しを含む。）及び第１５条中「単純労務職員」を

「技能労務職員」に改める。
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（摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

９ 摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第２の１級の項中「又は補助的」を削り、同表の２級の項中「、技能」を削

り、同表の３級の項中「又は副主任」を削り、同表の４級の項第１号中「、主査又

は主任」を「又は主査」に改める。


